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対象：住民税非課税世帯の方
・費用の免除を申請する場合には下記の1と2の二つの書類を郵送してください。
・費用の支払いは不要です。一度支払われた費用は返金できません。免除申請をされる場合は、費用を支払わずに手続き
  を行ってください。
・同一世帯に複数の登録者がいる場合には、それぞれの方のお手続きが必要となります。
・同一人物が複数臓器を登録されている場合は１部のみで申請可能です。
・必要書類が不足していた場合に一部分をお預かりすることはできません。一度返却致しますので、再度全体をそろえての
  ご提出をお願いします。

《免除申請に必要な書類》
　　1. 免除申請書
　　　 移植希望(登録料・更新料)免除申請書《払込取扱票の裏面》もしくは コーディネート経費（免除・返還）申請兼請求書

＋
　　2. 受付可能な状態でJOT到着時に、全ての書類が発行から３か月以内のイもしくはロのどちらかの原本

イ．生活保護世帯 生活保護受給証明書：福祉事務所で発行する証明書の原本。

ロ．住民税の
　  非課税世帯

①と②の証明書全部：市区町村役所で発行する証明書の原本
①世帯員数を証明する住民票
　「世帯全員の住民票」と記載のある住民票。（一人世帯でも記載が必要）
②上記の住民票に記載されている全員分の非課税証明書（もしくは非課税であることを確認できる書類）

※年齢・所得の有無・被扶養に関係なく全員分が必要です。
※年税額が「0円」もしくは「非課税」と明記された証明書が必要です。

記載がない場合は被扶養者を含め申告等を行われた上で発行してください。
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　日本臓器移植ネットワークで扱う個人情報を含む記録は、各種法令や倫理指針に基づいた社団規程を守った上で、
個人情報保護方針に従い下記の通り利用されます。
　移植の登録申請をされた場合にはデータの利用及びデータ提供に同意したものとします。
[利用目的]
・ 臓器移植のあっせん業務に利用します。
・ あっせん業務の質の向上を目的として行う研修等に利用します。
・ あっせん業務の維持・改善などの経営分析のための基礎資料として利用します。
・ 移植医療の質の向上を目的として行う調査・研究等として利用します。

[第三者への提供] 
・ あっせん業務を遂行するために、臓器提供施設、検査施設や外部の医師等へ登録情報を提供します。
・ 移植施設に提供した臓器提供者（ドナー）に関する情報を、移植医療の質の向上を目的として行う調

査・研究等のために移植施設が利用する場合があります。
・ 移植医療の質の向上を目的として行う調査・研究等のために個人を特定できないように加工した

データ（匿名加工情報）を、大学その他の研究機関、学会等に提供することがあります。

【公益社団法人日本臓器移植ネットワーク　個人情報保護方針】
　当社団は、個人情報保護の重要性を認識し、「臓器の移植に関する法律」等関係法令
に則った臓器のあっせんを目的とし、これまで以上に細心の注意を払い、下記の取り
組みを実施いたします。
　当社団は、厚生労働大臣より業として行うあっせんの許可を受けており、厚生労働
省及び国会等への報告義務があります。また、その社会的責務として、業務の維持・改
善のための基礎資料作成、移植医療の質の向上を目的とした教育・研修・研究等を行っ
ており、収集した個人情報をこれらの目的に用いることがありますが、個人情報の保
護には厳重に注意を払います。
1.個人情報について、その管理責任者を設置し、取扱いを定めて、適正な保護を行い

ます。
2.当社団の業務を行う上で必要な個人情報は、その収集と利用の目的、管理方法と相

談窓口を明確にして、適切な手段で収集し管理いたします。
3.個人情報は、上記の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、目的以

外の利用を行う場合は、法律に基づく命令及び関係法令で定める除外項目を除き、
本人の同意を得るものといたします。

4.取得した個人情報は、法令に基づく命令及び関係法令で定める除外項目を除き、あ
らかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。

5.個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどのリ
スクに対しては、適切な安全対策を講じます。万一の問題発生時は速やかな是正対
策を講じます。

6.個人情報を取り扱う業務を外部の業者に委託する場合、個人情報を収集するとき
の承諾に基づく利用、提供、安全管理を守るように、委託先に対する適切な契約や
指導・管理を行います。

7.個人情報の開示、訂正、提供範囲の変更や削除を本人から依頼された場合には、合
理的な範囲で速やかに対処いたします。

8.当社団が保有する個人情報に関して法令、規制を遵守するとともに、適正な適用が
実施されるよう管理と必要な是正を行い、職員の教育・研修を徹底した上で、個人
情報保護の取り組みを継続的に見直し、改善していきます。

9.当社団において、学術研究及び制度改善等の用に供する目的として、症例データ等
の個人情報を大学その他の研究機関、学会等の第三者に提供することがあります。
その場合、「匿名加工情報保護方針」に基づき個人情報を匿名化しますので個人が
特定されることはありません。 （平成29年12月改定）
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